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四日市市保健所処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成２７年３月３１日 

 四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市保健所処務規程の一部を改正する規程 

 四日市市保健所処務規程（平成２０年四日市市訓令第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 

別表（第７条関係） 

１ 保健予防課 （略） 

２ 衛生指導課   

市長の権限の事務 保健所長

の権限の

事務 

専決区分 専決区分 

事務区分 種類 

市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

備考 

食品衛生法

（昭和２２

年法律第２

３３号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）に基

 （略） 



づく事務 

法第６条第１項又は第

３項の規定による指示 

    ● ○  同 

法第６条第５項の規定

による命令 

    ● ○  同 

法第６条第８項の規定

による命令 

    ● ○  同 

法第７条の規定による

公表 

    ● ○  同 

法第８条第１項の規定

による報告徴収、物件

提出要求、立入検査、

質問及び収去 

    ● ○  同 

法第１２条第１項又は

第２項の規定による申

出の受付 

    ● ○  同 

法第１２条第３項の規

定による調査 

    ● ○  同 

食品表示法第１５条の

規定による権限の委任

等に関する政令（平成

２７年政令第６８号）

第７条第３項の規定に

よる報告 

    ● ○  同 

食品表示法

（平成２５

年法律第７

０号。以下

この項にお

いて「法」

という。）

に基づく事

務 

食品表示法第１５条の

規定による権限の委任

等に関する政令第７条

第６項の規定による報

告 

    ● ○  同 

 （略） 

動物の愛護 法第１０条の規定によ     ● ○  特例条例



る第一種動物取扱業の

登録の申請の受理 

に基づく

事務 

法第１１条の規定によ

る第一種動物取扱業者

の登録の実施及び通知 

    ● ○  同 

法第１２条の規定によ

る第一種動物取扱業者

の登録の拒否及び通知 

    ● ○  同 

法第１３条第２項の規

定による第一種動物取

扱業の登録の更新及び

通知 

    ●  ○ 同 

法第１４条第１項から

第３項までの規定によ

る変更の届出の受理 

    ●  ○ 同 

法第１５条の規定によ

る第一種動物取扱業者

登録簿の閲覧 

    ●  ○ 同 

法第１６条第１項の規

定による第一種動物取

扱業者の廃業等の届出

の受理（法第２４条の

４において準用する場

合を含む。） 

    ●  ○ 同 

法第１７条の規定によ

る第一種動物取扱業者

の登録の抹消 

    ●  ○ 同 

及び管理に

関する法律

(昭和４８

年法律第１

０５号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。)に基

づく事務 

法第１９条の規定によ

る第一種動物取扱業者

の登録の取消し又は業

務の停止 

    ● ○  同 



法第２２条の６の規定

による犬猫等の種類ご

との数等の届出の受理

及び検案書等の提出命

令 

    ● ○  同 

法第２３条第１項及び

第２項の規定による基

準を遵守していない第

一種動物取扱業者に対

する改善勧告及び措置

勧告（法第２４条の４

において準用する場合

を含む。） 

    ● ○  同 

法第２３条第３項の規

定による勧告に従わな

い第一種動物取扱業者

に対する措置命令（法

第２４条の４において

準用する場合を含

む。） 

    ● ○  同 

法第２４条第１項の規

定による第一種動物取

扱業者からの報告徴収

及び事務所等への立入

検査（法第２４条の４

において準用する場合

を含む。） 

    ● ○  同 

法第２４条の２の規定

による第二種動物取扱

業の届出の受理 

    ● ○  同 

法第２４条の３の規定     ●  ○ 同 



による変更等の届出の

受理 

法第２５条第１項及び

第２項の規定による周

辺の生活環境を損ねて

いる者に対する措置勧

告及び措置命令 

    ● ○  同 

法第２５条第３項の規

定による虐待のおそれ

がある事態を生じさせ

ている者に対する措置

命令又は勧告 

    ● ○  同 

法第２６条の規定によ

る特定動物の飼養又は

保管の許可 

    ● ○  同 

 （略） 

法第３５条第１項から

第３項までの規定によ

る犬又は猫の引取り及

び場所の指定 

    ●  ○ 同 

法第３５条第４項の規

定による犬又は猫の返

還及び譲渡 

    ●  ○ 同 

法第３６条第２項の規

定による通報による負

傷動物等の収容 

    ●  ○ 同 

法第３７条の規定によ

る犬又は猫の引取りの

際の繁殖制限の指導及

び助言 

    ●  ○ 同 

法第４１条の２の規定     ● ○  同 



による獣医師による通

報の受理 

三重県動物の愛護及び

管理に関する条例(昭

和５６年三重県条例第

３３号)第８条第１項

及び第３項の規定によ

る犬による事故及びそ

の後の措置の届出の受

理 

    ● ○  同 

 （略） 

 （略） 

３ 食品衛生検査所 （略） 

４ 健康づくり課 （略） 

市長の権限の事務 保健所長

の権限の

事務 

専決区分 専決区分 

事務区分 種類 

市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

備考 

 （略） 健康増進法

(平成１４

年法律第１

０３号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。)に基

づく事務 

法第２７条第１項の規

定による特別用途食品

の製造施設等の立入検

査又は収去 

    ● ○  同 

食品表示法 法第６条第１項の規定     ● ○   



による指示 

法第６条第５項の規定

による命令 

    ● ○   

法第６条第８項の規定

による命令 

    ● ○   

法第７条の規定による

公表 

    ● ○   

法第８条第１項の規定

による報告徴収、物件

提出要求、立入検査、

質問及び収去 

    ● ○   

法第１２条第１項の規

定による申出の受付 

    ● ○   

法第１２条第３項の規

定による調査 

    ● ○   

食品表示法第１５条の

規定による権限の委任

等に関する政令（平成

２７年政令第６８号）

第７条第３項の規定に

よる報告 

    ● ○   

（平成２５

年法律第７

０号。以下

この項にお

いて「法」

という。）

に基づく事

務 

食品表示法第１５条の

規定による権限の委任

等に関する政令第７条

第６項の規定による報

告 

    ● ○   

児童福祉法

に基づく事

務 

 （略） 

 

５ こども保健福祉課 （略） 



 備考 

  １ （略） 

  ２ 表中●は、四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則（平成２０年

四日市市規則第３２号)第２２条の規定により事務の委任を行わない場合の専

決区分とする。 

  ３ （略） 

 

改正前 

別表（第７条関係） 

１ 保健予防課 (略) 

２ 衛生指導課  

市長の権限の事務 保健所長

の権限の

事務 

専決区分 専決区分 

事務区分 種類 

市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

備考 

食品衛生法

（昭和２２

年法律第２

３３号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）に基

づく事務 

 （略） 

 （略） 

動物の愛護

及び管理に

関する法律

法第１０条の規定によ

る動物取扱業の登録の

申請の受理 

    ● ○  特例条例

に基づく

事務 



法第１１条の規定によ

る動物取扱業者の登録

の実施及び通知 

    ● ○  同 

法第１２条の規定によ

る動物取扱業者の登録

の拒否及び通知 

    ● ○  同 

法第１３条第２項の規

定による動物取扱業の

登録の更新及び通知 

    ●  ○ 同 

法第１４条第１項及び

第２項の規定による変

更の届出の受理 

    ●  ○ 同 

法第１５条の規定によ

る動物取扱業者登録簿

の閲覧 

    ●  ○ 同 

法第１６条第１項の規

定による動物取扱業者

の廃業等の届出の受理 

    ●  ○ 同 

法第１７条の規定によ

る動物取扱業者の登録

の抹消 

    ●  ○ 同 

法第１９条の規定によ

る動物取扱業者の登録

の取消し又は業務の停

止 

    ● ○  同 

法第２３条第１項及び

第２項の規定による基

準を遵守していない動

物取扱業者に対する改

善勧告及び措置勧告 

    ● ○  同 

（昭和４８

年法律第１

０５号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。）に基

づく事務 

法第２３条第３項の規     ● ○  同 



定による勧告に従わな

い動物取扱業者に対す

る措置命令 

法第２４条第１項の規

定による動物取扱業者

からの報告徴収及び事

務所等への立入検査 

    ● ○  同 

法第２５条第１項及び

第２項の規定による周

辺の生活環境を損ねて

いる者に対する措置勧

告及び措置命令 

    ● ○  同 

法第２６条の規定によ

る特定動物の飼養又は

保管の許可 

    ● ○  同 

 （略） 

法第３５条第１項及び

第２項の規定による犬

又はねこの引取り及び

場所の指定 

    ●  ○ 同 

法第３６条第２項の規

定による通報による負

傷動物等の収容 

    ●  ○ 同 

三重県動物の愛護及び

管理に関する条例(昭

和５６年三重県条例第

３３号)第８条第１項

及び第３項の規定によ

る犬による事故及びそ

の後の措置の届出の受

理 

    ● ○  同 



 （略） 

 （略） 

 

３ 食品衛生検査所 （略） 

４ 健康づくり課 （略） 

市長の権限の事務 保健所長

の権限の

事務 

専決区分 専決区分 

事務区分 種類 

市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

備考 

 （略） 

法第２７条第１項の規

定による特別用途食品

の製造施設等の立入検

査又は収去 

    ● ○  同 

健康増進法

(平成１４

年法律第１

０３号。以

下この項に

おいて

「法」とい

う。)に基

づく事務 

法第３２条第３項の規

定による販売に供する

食品で栄養表示基準に

従った表示をしない場

合の製造施設等の立入

検査又は収去（特別用

途食品及び特別用途表

示の承認を受けた食品

を除く。） 

    ● ○  同 

児童福祉

法に基づ

く事務 

 （略） 

 

５ こども保健福祉課 （略） 



 備考 

  １ （略） 

  ２ 表中●は、四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則（平成２０年

四日市市規則第３２号)第２１条の規定により事務の委任を行わない場合の専

決区分とする。 

  ３ （略） 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

（健康福祉部衛生指導課） 


